
 

 

 

 

 

 

 
  

洞爺湖町及び洞爺湖町商工会で実施している各種給付金や助成金等については、それぞれ申請期限

があります。対象となる方や事業所等で手続きがまだ済んでいない場合は、期限までにお願いします。 

申請方法等の詳細については、各担当課までご確認ください。 

 

 

世帯員１人につき１０万円給付される特別定額給付金の申請は、8 月 17 日（月）が期限となります。ま

だ申請していない方で申請方法がわからない場合などは、役場新型コロナウイルス特別対策室までお問合せ

ください。 

◎問合せ 新型コロナウイルス特別対策室（☎７４－３０１２） 

 

２ 洞爺湖町新型コロナウイルス感染症対策助成金（事業者） 申請期限：令和 2年 8 月３１日 

  

洞爺湖町では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少し事業に支障が生じている町内の中小

企業等（個人事業主を含む）を対象として、事業継続のための助成金を支給します。 

①宿泊施設経営支援助成金 
 旅館業法の許可（住宅宿泊事業法の届出）を受け、町内で旅館・ホテル・簡易宿所・民泊を営むもの   

助成金額：10 万円～200 万円 

②飲食店経営支援助成金 
 主たる事業収入が飲食業で、飲食店営業許可を受け町内で飲食店を営むもの 

 助成金額：10 万円～100 万円 

③観光業経営支援助成金 
 主たる事業収入が観光に係るもので町が指定する業種を営むもの 

 助成金額：10 万円～100 万円 

④一般経営支援助成金 
 町内で事業を営み町が指定する業種を営むもの 

助成金額：10 万円 

 ◎問合せ ①③観光振興課（☎７５－４４００）  

     ②④新型コロナウイルス特別対策室（☎７４－３０１２） 

主な助成対象要件 ※詳細については町のホームページ等をご覧ください。 
・町内で事業所を構え事業を行っている法人及び個人事業主等（年間の事業収入が 20 万円以上あること） 

・町税（令和元年度分）を完納していること 

・令和２年３月以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること 

・令和２年２月～６月までのうち、ひと月の売上高が前年同月比で 50％（④は 20％）以上減少していること。 

※①～③の助成金に該当する事業者で売上高が前年同月比で 20％以上 50％未満減少している場合は、  

④一般経営支援助成金で申請可能です。 

申請方法など助成金の詳細については役場ホームページをご覧ください。 

役場、温泉支所、洞爺総合支所にて各助成金の申請要領、申請書を配布しております。 

 

１ 特別定額給付金（個人）  申請期限：令和 2年 8月 17 日 

№１６ 令和２年７月１０日発行 洞爺湖町新型コロナウイルス感染症対策本部 

～洞爺湖町新型コロナウイルス感染症対策に関する支援～ 

】 

】 

 

裏面につづく 



 

３ 洞爺湖町育成資金特別給付金（学生） 申請期限：令和３年３月３１日 

  

洞爺湖町教育委員会では、新型コロナウイルス感染症が社会経済に甚大な影響を及ぼしていることから、

大学、短大、専修学校（専門課程に限る）の学生と保護者の経済的な負担の軽減を図るため「特別給付金」

の給付を行います。 

〇給付対象者 
申請日現在において大学、短大、専修学校（専門課程に限る）に在籍している学生であって、かつ、令
和 2 年 4 月 1 日現在、洞爺湖町に住所を有する親権者及びこれに代わるべきものがいる学生 

〇給付金額 60,000 円（学生 1 人につき 1 回限り） 

〇必要書類 申請書兼振込依頼書及び在学証明書 

    ※申請書兼振込依頼書は、洞爺湖町ホームページからダウンロードできます。また、教育委員会、

温泉支所、洞爺総合支所で配布しています。 

◎問合せ 教育委員会管理課（☎７４－３００９） 

 

４ 洞爺湖町店舗等賃借料助成金（事業者） 申請期限：令和 2年７月３１日 

  

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対し、事業継続を支援するため、洞爺湖

町内の店舗等の賃借料を助成します。 

〇助成対象者 

・町内で令和２年１月末までに事業を開始していること。 

 ・町内に所在する店舗等において賃貸借契約を令和２年１月以前から継続して締結し事業を営んでお

り、引き続き契約を継続する見込みのあるもの。 

 ・令和２年２月以降の売上高で、１ヶ月の売上高が前年同月比で 20％以上減少していること。 

 ・店舗等の所有者と同一世帯間の賃貸借契約でないこと。 

 ・町が指定する業種を営んでいること。 

〇助成金額 店舗等の１ヶ月相当の賃借料 100,000 円（上限額） 

※詳細については、洞爺湖町商工会・役場ホームページをご覧ください。 

◎問合せ  洞爺湖町商工会（☎７６－２３１１） ※申請受付は洞爺湖町商工会になります。 

      産業振興課（☎７４－３００５） 

 

５ 洞爺湖町飲食店宅配サービス【ゴチタク】（個人） 利用期限：令和 2年７月３１日 

  

『洞爺湖ゴチタク』は、洞爺湖町商工会が『コロナに負けるな洞爺湖町の飲食店を応援！』をテーマにし

た町内のゴチタクに参加する飲食店の『ごちそう（食事メニュー）』を自宅まで届けてくれるサービスです。 

 詳しくは、洞爺湖町商工会のホームページをご覧になるか、お問合せください。 

 ※ゴチタクの利用には 100 円～200 円の配送料金がかかります。 

◎問合せ 洞爺湖町商工会（☎７６－２３１１） 

 

 

 


